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  令和 4年 10月より加算㉟の追加 

 

①日常生活継続支援加算 

認知症高齢者等が一定割合以上入所して且つ介護福祉士資格を有す

る職員を一定の割合配置 

②看護体制加算 

ア．看護体制加算（Ⅰ） 常勤の看護師の配置 

イ．看護体制加算（Ⅱ） 基準を上回る看護職員の配置 

③夜間職員配置加算 

夜勤を行う職員配置基準を超えて職員配置 

④個別機能訓練加算 

機能訓練指導員により個別機能訓練計画を実施した場合 

⑤生活機能向上連携加算 

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、外部のリハビリ

専門職と連携し、訓練を実施した場合 

    ⑥ＡＤＬ維持等加算 

   利用者の日常生活動作（ADL）をバーセルインデックスという指標を

用いて、６ヶ月ごとの状態変化がみられた場合 

⑦若年性認知症入所者受入加算 

若年性認知症患者の特性やニーズに対応したサービス提供を行った場合 

⑧常勤医師配置加算 

 常勤専従の医師を１名以上配置している場合 

⑨精神科医療養指導加算 

 認知症を有する高齢者が３分の１以上を占めていて、精神科医師の定

期的な療養指導が月２回以上行われた場合 

⑩外泊時費用／外泊時在宅サービス利用費用  ※1月につき６日を限度に算定 

病院等に入院した場合、及び外泊を行った場合。また居宅に外泊した

場合において、施設が提供する在宅サービスを利用した場合 

⑪初期加算 

入所に伴い様々な支援が必要なことから入所後 30 日に限り加算、ま

た、30日を超える病院等への入院後に再び利用を開始した場合にも算定 

⑫再入所時栄養連携加算 

施設入所後、医療機関に入院後経管栄養等により入所時と大きく異な

る栄養管理が必要となった場合において、入院医療機関の管理栄養士と

連携し再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合 

⑬退所前訪問相談援助加算 

入所者が退所し在宅生活等を行う際、援助・調整等を行った場合 

⑭退所時後訪問相談援助加算 



  入所者の退所後 30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及

びその家族等に対して相談援助を行った場合 

⑮退所時相談援助加算 

   入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅にて居宅系サービ

スを利用する場合において、相談援助等を行った場合 

⑯退所前連携加算 

入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において、居宅系

サービスを利用する場合において、退所に先立って情報提供を行い、居

宅系サービスの調整を行った場合 

⑰栄養マネジメント強化加算 

管理栄養士を配置し、栄養ケア計画を作成、実施及び評価を行った場合 

⑱経口移行加算 

経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合 

⑲経口維持加算 

誤嚥が認められる方に対し、経口維持計画を作成及び特別な管理を行

う場合 

⑳口腔衛生管理加算 

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が、入所者に対し、口腔ケアを行った場合 

㉑療養食加算                  

利用者の病状等に応じて、適切な栄養量及び内容の療養食の提供が行

われた場合 

㉒配置医師緊急時対応加算（早朝又は夜間） 

配置医師が早朝又は夜間の時間帯に緊急時に当施設を訪問して、入所

者に対して診療等の対応を行った場合 

㉓配置医師緊急時対応加算（深夜） 

配置医師が深夜時間帯に緊急時に当施設を訪問して、入所者に対して

診療等の対応を行った場合 

㉔看取り介護加算 

医師が終末期であると判断した入所者について、看取り介護を行っ

た場合 

㉕在宅復帰支援機能加算 

在宅復帰支援を積極的に行い、一定割合以上の在宅復帰を実現した場合 

㉖在宅・入所相互利用加算 

入所期間終了に当たって、在宅での生活継続の支援に取り組んだ場合 

㉗認知症専門ケア加算 

認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを実施し

た場合 

㉘認知症行動・心理症状緊急対応加算 

医師が、認知症等のため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所す

ることが適当であると判断した者を受け入れた場合 



㉙褥瘡マネジメント加算 

褥瘡発生を予防するため、褥瘡の発生と関連の強い項目について、定

期的な評価を実施し、計画的に管理を行った場合 

㉚排せつ支援加算 

排泄障害のため、排泄介助を要する入所者に対し、多職種が協働して

支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合 

㉛自立支援促進加算 

  医師等と連携し、利用者の自立を促す取組を推進した場合 

㉜科学的介護推進体制加算 

   さまざまなケアにより記録している利用者の状態像に関する情報に

ついて、厚生労働省が指定するデータベースに情報提供をし、得られる

フィードバックをもとに、PDCA によりケアの質を高めていく取組を行

った場合 

㉝サービス提供体制強化加算 

介護福祉士の資格者等経験豊富な職員を一定の割合配置 

※サービス提供体制強化加算（Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ）又は日常生活継続支援加算のいずれかのみ

算定可 

    ㉞介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算 

介護サービスに従事する介護職員等の賃金改善に充てる事が目的 

  ㉟介護職員等ベースアップ等支援加算 

 令和 3年 11月閣議決定「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

を踏まえ、令和 4年 10月以降について令和 4年度介護報酬改定を行い、

介護職員の収入を 3％程度引き上げ、介護職員以外の職種にも配分する

ための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設さ

れました。 


